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報告第１号 

 

令和４年度阪神水道企業団水道事業会計 

予算繰越報告について 

 

 

地方公営企業法第26条第３項の規定により、令和４年度阪神水道企業団水道事

業会計予算の繰越計算書を次のとおり報告する。 

 

 

 令和５年８月10日 

 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 
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参考 

地方公営企業法（ぬきがき） 

（予算の繰越） 

第26条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌

年度に繰り越して使用することができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業

年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度

内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支

払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰

り越して使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共

団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受

けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければな

らない。 


